
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 94 号

平成 17 年

11月29日（火曜日）

規
　
　
則

香
川
県
粟
島
海
洋
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

一

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

七

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

八

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

公
安
委
員
会
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

拡
声
器
に
よ
る
暴
走
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

一
〇

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

香
川
県
粟
島
海
洋
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
百
十
三
号

香
川
県
粟
島
海
洋
記
念
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
粟
島
海
洋
記
念
公
園
規
則
（
平
成
三
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
）
第
七
条
」
を
「
。
以
下
「
公
園
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、
第
四
条
第
六
項
及
び
第

十
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
知
事
が
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
七
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
十
条
　
知
事
は
、
利
用
許
可
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
許
可
若
し
く
は

変
更
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二
　
偽
り
そ
の
他
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
利
用
許
可
又
は
変
更
許
可
を
受
け
た
と
き
。

三
　
第
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

四
　
第
五
条
第
三
項
（
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ

た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
十
一
条
　
前
条
の
規
定
は
、
第
七
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
入
園
の
拒
否
等
）

第
十
二
条
　
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
公
園
へ
の
入
園
を
拒
否
し
、

又
は
公
園
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
た
者
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
者

二
　
第
八
条
各
号
の
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者

三
　
そ
の
他
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
提
出
）

第
十
三
条
　
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
受
信

し
た
時
に
、
当
該
書
面
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

規

則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

二

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
十
四
条
　
公
園
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
公
園
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
　
公
園
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三
　
業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２
　
公
園
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
公
園
の
維
持
管
理
並
び
に
利
用
許
可
及
び
変

更
許
可
に
関
す
る
業
務
、
利
用
料
金
の
収
受
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

３
　
指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条

及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管

理
者
」
と
す
る
。

４
　
公
園
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条

第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
前
条
及
び
次
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
条
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
粟
島
海
洋
記
念
公
園
内
行
為
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
て

そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け

た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

２
　
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
許
可
（
以
下
「
行
為
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
粟
島
海
洋
記
念
公
園
内
行
為
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
行
為
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

粟
島
海
洋
記
念
公
園
内
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
　
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
を
第
七
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
を
要
す
る
施
設
）

第
四
条
　
公
園
の
う
ち
公
園
条
例
第
三
条
（
公
園
条
例
第
四
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
は
、
研
修
室
及
び
武
道
場
と
す
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
五
条
　
公
園
条
例
第
三
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
粟
島
海
洋
記
念
公
園
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
利
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用

許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
公
園
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
公
園
の
施
設
又
は
設
備
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
そ
の
他
公
園
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３
　
利
用
許
可
に
は
、
公
園
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
の
変
更
）

第
六
条
　
利
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
許
可
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
園
条
例
第
三
条
後
段
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
粟
島
海

洋
記
念
公
園
利
用
変
更
許
可
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
変
更
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



申請者の住所及び氏名�

法人にあっては、主たる事務所の�
所在地及び名称並びに代表者の氏名�

�

第１号様式（第５条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

粟島海洋記念公園利用許可申請書�

年　　月　　日�
　　香川県知事　　　　殿�

　　次のとおり粟島海洋記念公園の施設の利用の許可を受けたいので申請します。�

注　※印欄は、該当するものを○で囲むこと。�

目　　　　　的�

内　　　　　容�

期間及び時間�

利　用　人　数�

※ 利 用 施 設� 大 研 修 室 　 ・ 　 小 研 修 室 　 ・ 　 武 道 場 �

�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

三



�

第２号様式（第６条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

粟島海洋記念公園利用変更許可申請書�

年　　月　　日�

　　　　　　年　　月　　日付けで許可のあった粟島海洋記念公園の施設の利用について、次のとおり変�
　更したいので申請します。�

注　※印欄は、該当するものを○で囲むこと。�

目　　　的�

内　　　容�

※利用施設�

利 用 人 数�

期間及び時間�

変 更 の 理 由�

変
更
の
内
容�

大 研 修 室 　 ・ 　 小 研 修 室 　 ・ 　 武 道 場 �

�

申請者の住所及び氏名�

法人にあっては、主たる事務所の�
所在地及び名称並びに代表者の氏名�

�

　　香川県知事　　　　殿�

�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

五

第３号様式（第７条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

粟島海洋記念公園内行為許可申請書�

年　　月　　日�
　　香川県知事　　　　殿�

　　次のとおり粟島海洋記念公園内における行為の許可を受けたいので申請します。�

注　１　目的の欄には、何々の販売、何々のための写真撮影、何々のための募金、何々のための映画会�
　　　の開催等の行為の目的を具体的に記載すること。�
　　２　内容の欄には、物品の販売をする場合にあっては販売品目及び従事する人員を、写真撮影をす�
　　　る場合にあっては撮影機の台数及び従事する人員を、催しを行う場合にあっては有料又は無料の�
　　　別、従事する人員及び参加する人員を記載すること。�
　　３　場所の欄には、施設の名称等を具体的に記載すること。�

目　　　　　的�

内　　　　　容�

期間及び時間�

場　　　　　所�

利　用　面　積�

��

申請者の住所及び氏名�

法人にあっては、主たる事務所の�
所在地及び名称並びに代表者の氏名�

第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第４号様式（第７条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

粟島海洋記念公園内行為変更許可申請書�

年　　月　　日�

　　　　　　年　　月　　日付けで許可のあった粟島海洋記念公園内における行為について、次のとおり�
　変更したいので申請します。�

変 更 の 内 容�

変 更 の 理 由 �

�

変　　　更　　　前� 変　　　更　　　後�

　　香川県知事　　　　殿�

申請者の住所及び氏名�

法人にあっては、主たる事務所の�
所在地及び名称並びに代表者の氏名�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

七

寺
市
社
会
福
祉
セ
ン
　

タ
ー
内

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
〇
　
社
会
福
祉
法
人
豊
浜
　
社
会
福
祉
法
人
豊
浜
　
訪
問
介
護
　

町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
　
観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
　

浜
一
二
六
〇
番
地
一
　
浜
一
五
四
四
番
地
一
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
〇
　
大
野
原
町
指
定
介
護
　
大
野
原
町
　
　
　
　
　
訪
問
介
護
　

保
険
事
業
所
　
　
　
　
観
音
寺
市
大
野
原
町
　
訪
問
入
浴
介
護
　

観
音
寺
市
大
野
原
町
　
大
野
原
一
二
六
〇
番
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

大
野
原
一
二
六
五
番
　
地
一

地

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
七
、
九
、
一
三
　
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
訪
問
介
護
　

所
み
な
み
　
　
　
　
　
福
祉
会
　

東
か
が
わ
市
横
内
三
　
東
か
が
わ
市
横
内
三
　

〇
四
番
地
八
　
　
　
　
〇
四
番
地
八
　

平
成
一
七
、
九
、
一
三
　
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

事
業
所
み
な
み
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　
　
　

東
か
が
わ
市
横
内
三
　
東
か
が
わ
市
横
内
三
　

〇
四
番
地
八
　
　
　
　
〇
四
番
地
八
　

平
成
一
七
、
九
、
一
三
　
　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
な
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
通
所
介
護
　

み
　
　
　
　
　
　
　
　
福
祉
会
　

東
か
が
わ
市
横
内
三
　
東
か
が
わ
市
横
内
三
　

〇
四
番
地
八
　
　
　
　
〇
四
番
地
八
　

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
七
、
九
、
一
二
　
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
訪
問
介
護
　

所
み
な
み
　
　
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　

東
か
が
わ
市
横
内
六
　
東
か
が
わ
市
横
内
六
　

二
五
番
地
一
　
　
　
　
二
五
番
地
一
　

平
成
一
七
、
九
、
一
二
　
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

事
業
所
み
な
み
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　
　
　

東
か
が
わ
市
横
内
六
　
東
か
が
わ
市
横
内
六
　

二
五
番
地
一
　
　
　
　
二
五
番
地
一
　

平
成
一
七
、
九
、
一
二
　
　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
な
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
通
所
介
護
　

み
　
　
　
　
　
　
　
　
福
祉
会
　

東
か
が
わ
市
横
内
三
　
東
か
が
わ
市
横
内
六
　

〇
四
番
地
五
　
　
　
　
二
五
番
地
一
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
〇
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
訪
問
介
護
　

寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
訪
問
入
浴
介
護
　

会
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
福
祉
用
具
貸
与
　

観
音
寺
市
坂
本
町
一
　
観
音
寺
市
坂
本
町
一
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

丁
目
一
番
六
号
観
音
　
丁
目
一
番
六
号
　
　
　

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

八

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
高
松
長
尾
大
内
線
（
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
六
年

高
松
市
十
川
西
町
字
西
下
三
九
八
番
一
地
先
か
ら
　
　
二
三
・
三
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
　
二
三
　
第
七
百
二
十

高
松
市
十
川
西
町
字
西
下
四
〇
一
番
一
地
先
ま
で
　
　
四
二
・
一
　
　
　
　
　
　
　
四
号
で
変
更

し
た
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日

二
　
住
所

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
〇
二
―
一

三
　
氏
名

牟
礼
町

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
三
〇
二
―
一

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
七
　
サ
マ
リ
ヤ
浅
野
ホ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
サ
マ
　
訪
問
介
護
　

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
　
リ
ヤ
　
　
　
　
　
　

香
川
郡
香
川
町
浅
野
　
高
松
市
西
春
日
町
南
　

一
二
八
九
番
地
八
　
　
山
浦
一
五
一
〇
番
地
　

一
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
一
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
訪
問
介
護
　

寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
訪
問
入
浴
介
護
　

会
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
福
祉
用
具
貸
与
　

観
音
寺
市
坂
本
町
一
　
観
音
寺
市
坂
本
町
一
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

丁
目
一
番
六
号
観
音
　
丁
目
一
番
六
号
　

寺
市
社
会
福
祉
セ
ン
　
　

タ
ー
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
一
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
社
会
福
祉
法
人
観
音
　
訪
問
介
護
　

寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
寺
市
社
会
福
祉
協
議
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

会
豊
浜
事
業
所
　
　
　
会
　

観
音
寺
市
豊
浜
町
姫
　
観
音
寺
市
坂
本
町
一
　

浜
一
二
六
〇
番
地
一
　
丁
目
一
番
六
号
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
二
五
　
す
ま
い
る
ケ
ア
セ
ン
　
株
式
会
社
ビ
ー
ウ
ェ
　
通
所
介
護
　

タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　

綾
歌
郡
宇
多
津
町
浜
　
善
通
寺
市
中
村
町
一
　

六
番
丁
八
六
番
四
　
　
八
六
八
番
地
一
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
一
一
　
観
音
寺
市
指
定
介
護
　
観
音
寺
市
　
　
　
　
　
訪
問
介
護
　

保
険
事
業
所
　
　
　
　
観
音
寺
市
坂
本
町
一
　
訪
問
入
浴
介
護
　

観
音
寺
市
大
野
原
町
　
丁
目
一
番
一
号
　
　
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
　

大
野
原
一
二
六
五
番
　

地

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
同

年
十
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

公
安
委
員
会
規
則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

九

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
　
　
　
　
　
第
五
十
九
条
第
五
項

別
表
二
十
六
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
　
　
　
　
　
第
五
十
九
条
第
六
項

」

」

「

第
五
十
九
条
の
二
第
七
項
　
指
示
の
内
容
の
運
搬
証
明
書
へ
の
記
載
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
　
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
　
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
係
る

第
六
十
六
条
第
二
項
　
　
　
運
搬
の
届
出
の
受
理
及
び
運
搬
証
明
書
の
交
付
（
第
　
　
　
○

五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
準
用
）

指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
係
る

第
六
十
六
条
第
二
項
　
　
　
運
搬
日
時
等
に
つ
い
て
の
指
示
（
第
五
十
九
条
の
二
　
　
　
○

第
六
項
の
準
用
）

を

指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
係
る

第
六
十
六
条
第
二
項
　
　
　
指
示
の
内
容
の
運
搬
証
明
書
へ
の
記
載
（
第
五
十
九
　
　
　
○

条
の
二
第
七
項
の
準
用
）

指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
係
る

第
六
十
六
条
第
二
項
　
　
　
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
（
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
　
　
　
○

の
準
用
）

指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
係
る

第
六
十
六
条
第
二
項
　
　
　
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
（
第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
　
　
　
○

の
準
用
）

」

「

第
五
十
九
条
第
九
項
　
　
　
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

に

第
五
十
九
条
第
十
項
　
　
　
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　」

改
め
、
同
項
１
中
「
第
十
七
条
の
五
の
二
」
を
「
第
五
十
条
」
に
、

「

第
十
七
条
の
五
の
三
第
一
　
運
搬
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る

○
　
　
を

項
及
び
第
二
項
　
　
　
　
　
場
合
に
お
け
る
措
置

」

「

運
搬
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る

第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場
合
に
お
け
る
関
係
公
安
委
員
会
へ
の
通
知
及
び
連
　
　
　
○

号
及
び
第
三
号

絡

に

運
搬
が
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
こ
と
と
な
る

第
五
十
一
条
第
二
項
　
　
　
場
合
に
お
け
る
関
係
公
安
委
員
会
を
通
じ
た
届
出
等
　
　
　
○

の
受
理
及
び
書
換
え
等

」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
九
号

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
香
川
県
条
例
第
三

十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
音
量
の
測
定
）

第
二
条
　
音
量
の
測
定
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
〇
九
―
一
に
適
合
す
る
騒
音
計
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
性
能
を
持
つ
測
定
器
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
周
波
数
重
み
付
け
特

性
は
Ａ
特
性
、
時
間
重
み
付
け
特
性
は
Ｆ
特
性
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

２
　
音
量
の
決
定
は
、
騒
音
計
又
は
測
定
器
の
指
示
す
る
最
大
値
を
そ
の
音
量
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

（
第
九
二
九
一
号
）

一
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

（
警
察
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
三
条
　
条
例
第
七
条
第
二
項
の
警
察
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
警
察
手
帳
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

代
表
者
の
　
会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
名
　
の
　
氏
　
名

大
橋
良
男
後
援
会
　
　
　
　
　
大
橋
　
良
男
　
筒
井
　
賢
二
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
一
一
八
八

小
比
賀
勝
博
後
援
会
　
　
　
　
白
石
　
定
夫
　
山
下
　
　
武
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
二
七
二

鴨
田
偕
後
援
会
　
　
　
　
　
　
真
鍋
　
　
亘
　
川
上
　
雅
平
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
新
名
七
三
四
―

五

為
広
員
史
後
援
会
　
　
　
　
　
爲
廣
　
員
史
　
爲
廣
　
憲
幸
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
四
二
一

平
岩
ア
サ
子
後
援
会
　
　
　
　
藤
田
　
　
昇
　
平
岩
　
　
學
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
吉
津
乙
七
一
八

―
一

三
木
ゆ
う
じ
ろ
う
後
援
会
　
　
三
浦
　
正
満
　
三
木
　
孝
男
　
小
豆
郡
土
庄
町
甲
一
六
三
〇

横
山
忠
始
後
援
会
　
　
　
　
　
松
田
　
幸
一
　
徳
重
　
義
雄
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
四
〇
一
八

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
香
川
県
第
一
選
挙
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
古
新
町
四
―
三
　
高
松
市
福
岡
町
三
―
一

区
支
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
二

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

梶
河
正
孝
後
援
会
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
木
田
郡
庵
治
町
六
三
九
　
木
田
郡
庵
治
町
四
七
二

所
の
所
在
地
　
三
―
六
一

た
ま
き
雄
一
郎
後
援
会
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田

所
の
所
在
地
　
二
九
三
三
―
一
　
　
　
　
西
二
〇
四
七
―
一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

税
理
士
に
よ
る
藤
本
孝
雄
後
援
会

選
挙
管
理
委
員
会
告
示


